
（様式２）

所管課名 産業立地・経営支援課 整理番号 ６－３

処分の種類

根拠法令条例等
・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

所在不明者等の貸金業登録の取消し

貸金業法第24条の６の６

貸金業法に定める要件に伴う所在不明者等の貸金業登録の取消し

未設定（法令の規定において言い尽くされているため）
【参考】貸金業法第24条の６の６

（所在不明者等の登録の取消し）
第二十四条の六の六　内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業
　者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことが
　できる。
　一　当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在（法
　　人である場合においては、その役員の所在）を確知できない場合において、内
　　閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を
　　経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
　二　正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始し
　　ないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
２　前項（第一号に係る部分に限る。）の規定による処分については、行政手続法
　（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。

―


